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研究成果の概要（和文）： 
生命倫理の分野では、理由が明示化されないまま感覚的な判断で一定の行為が、本人を含

む関係者の同意があるにもかかわらず禁止されることがある。一見非合理に見えるが、こ

の種の感覚中には、進化論的な過程を経て人間が獲得してきた重要な情報が含まれている

可能性があり、単純にこれを否定することは賢明でない。未知の帰結への恐れを理由とし

て社会的な判断で個人の自由が制限されることも、認めねばならない場合がある。 
 
 
研究成果の概要（英文）： 
In bioethics some treatments on which all participants including the patient consent 
are prohibited on the grounds that society feels strong fear against them while finding 
it difficult to give articulate reasons why. Such apparently irrational social feeling may 
be a product of long evolutionary process of human beings. So it is unwise to reject all 
such prohibitions in favor of self-determination. There are cases in which we should let 
individual’s autonomy circumscribed by the social fear of unknown consequences. 
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研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：法学・基礎法学 
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１．研究開始当初の背景 
医療倫理・生命倫理については、1980 年代

からインフォームド・コンセント論が台頭し、
現在ではあらゆるイシューにおいてそれが



規範的解決を得るための議論で中心になっ
ている。しかし関係者が同意していることは、
様々な治療や臨床試験などをオーソライズ
する必要条件とされる一方で、同意があって
も法的・社会的に許されないことがあること
は、立法その他法的処理では当然のこととし
て扱われており、そのような立法やガイドラ
インは実際には多く存在している。しかしそ
のような実務のための原理論としてそれを
擁護する明確な議論が与えられることはま
れである。これは倫理感覚の問題と考えられ
ているかのようだが、社会の倫理感覚が個人
の自由をオーバールールすることを正当化
することは、自由主義的な憲法秩序に反する
ようにも見える。このような状況の中で、も
う少し深いところで実践的な判断の健全さ
を論証するとともに、できればその一貫性を
導くような理論の必要性が感じられていた
ところである。 
 
 
２．研究の目的 
1996 年の論文（「運命」代替としての倫理─
─生殖技術利用の自由と枠づけ──、産婦人
科の世界 Vol.48.No.7）で嶋津は、そのよう
な理由として可能なものをいくつか挙げた
が、その中でももっとも理論的に興味深いと
ともにこれまで解明が進んでいない「未知の
帰結に対する社会的恐れ」に絞って、その理
論化と適用を探ることが本研究の目的であ
る。ただ、「未知の帰結」は原理上事前に明
示化することができないため、これを中心的
根拠とする自由の制限は普通、一見非合理な
形でしか表現されない。要するにわれわれの
倫理世界では、この種の論拠はタブー論と同
じ位置をしめるものとしか評価されないの
である。 
しかしたとえば F.A.ハイエクは、倫理的問題
におけるタブー（としか意識されない、論拠
を上げることが困難な倫理感覚）の重要性を
正面から認めるメタ倫理学的議論を展開し
てきた。われわれはこの議論の妥当性を基本
的に認める立場に立ちながら、これをメタレ
ベルの議論に留めるのではなく、実際の問題
に適用することができる規範レベルの理論
へと進めることを目的とした。 
 
 
３．研究の方法 
広島の野崎は数ヶ月に一度千葉大学に来て、
われわれ 3人の他にも参加者を得て研究会を
開いた。研究を進める途中で、言語化困難な
倫理的直感が問題になる対象として動物の
問題（または「権利」）を取り上げることも
行い、これに関連する研究をしている米国の
動物法学者を招聘するなどして、議論を進め
た（2009 年には二人の動物法学者を招聘し

て、このテーマで日本法哲学会でワークショ
ップを開催した。2010 年には日本学術振興
会から外国人学者招聘の援助を得て、この分
野の指導的理論家の一人である S. Wise 博士
の来日を得て講演会・シンポジウムなどを開
いた）。そして３年間にわたる本研究の一応
のまとめとして、2010 年 11 月の法哲学会（西
南学院大学にて）でこのテーマに絞ったワー
クショップ（「規範の内容的基礎はどこにあ
るか──生命倫理の場で──」開催責任者：
野崎亜紀子）を開催した。さらに最終的な成
果については、2011 年 8 月にフランクフル
ト（ドイツ）で開催される国際法哲学会のワ
ークショップ（テーマ： The Scope of 
Liberalism in Bioethics; the limit of 
consenting will、開催責任者：嶋津格）で発
表する予定になっている。倫理問題に回答す
る場合の根拠は文化的な差異があるので、本
研究全体を通して、議論の射程を日本に限定
しないために外国人学者との対話を重視し
た。2011 年 8 月のワークショップには、ド
イツ、イタリア、イギリスなどから報告者や
コメンテイターが予定されている。 
 
 
４．研究成果 
言語的に正当化できる倫理規範は実際に

はごく限られている。特に倫理規範が、それ
を受け入れている当人の意識を通してでは
なく、社会的な倫理規範としての資格におい
て個人の選択と自由を制限する、という文脈
で適用されるための正当化理由は現在のと
ころ、（他者への）危害原理（または「自由
の内在的制約」論）などごく一部しかない。
しかし実際の立法はどの国においても、広範
に個人の選択肢を制限しており、倫理学や憲
法論における正当化の論拠と必ずしも整合
していない。今回とりあげた「明示化困難な
根拠」または「未知の帰結に対する社会的不
安」による自由の制限については、一般論と
してそのようなものがありうることをわれ
われは論証することができているのではな
いかと思う。たとえば未開社会におけるイン
セスト・タブーは、当時の人間がその意義を
論証できなくとも、後の科学的知見からして
社会的に必要であることが認められる規範
である。つまり、当該の社会ではタブーとし
てしか理解できない規範が、実際には進化論
的意義をもつことがある、という点には疑い
がない。そして、このような形でメタレベル
でそれが可能だと認めることは、それだけで
もすでに、実際の議論と実践に（多分好まし
い）影響を与えるのである。上記の 1996 年
の論文を嶋津が日本生命倫理学会（筑波大学
にて）で報告したときも、会場の反応は若干
驚きを伴った安堵といったものであり、「個
人の選択がすべてではないのだという直感



は、根拠のないものではなかったんですね」
といった質問を何人かから受けた。 

それゆえ、メタレベルでの議論をさらに進
めることにも意義があると考え、これも行っ
た。下記の嶋津の業績はこの点を中心とする
とともに、その応用を視野に置いている。適
用分野として、若干迂遠かもしれないが、動
物の権利問題も扱った。 

また野崎はできるだけこのアイデアを実
際の倫理イシューに適用しようとしており、
その手がかりが業績の中に見られる。代理母
問題は、最近注目されたイシューの一つであ
り、そこでもわれわれの基本的視点の有用さ
を示すことができたと考える。 
田島は思想史的な観点から、このような発

想とつながる知見を発展させ「自然」と「不
自然」という判断の性質を論じた（2010 年ワ
ークショップ報告にて）。同時に、この間の
正義論や国家論を論じる田島の旺盛は理論
活動の中に、われわれの研究の影響が一部盛
り込まれている。 

それぞれの研究の成果は、その一部が上記
の 2010 年法哲学会でのワークショップで公
開討論として提示され、参加者の中で議論を
呼んだ。 

また、本研究のインスピレーションを与え
てくれたハイエクの哲学について、3 冊の原
著（英文と独文）内に収録された論文を 1冊
に集めた訳書を刊行した（下記『哲学論集』、
監訳および解説は嶋津）。2007 年ころから院
生たちと翻訳作業を始め、毎週担当者の翻訳
をプロジェクターで投影して、参加者（特に
嶋津）が意見を言うという形で作業を進めた。
訳書の刊行に対する学問的評価は低いのが
一般であるが、本書については、一般の訳業
を越える困難と意義があったのではないか
と考えている。 
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